
2020年 8月 3日 

 

                             株式会社 山陰合同銀行 

 

各種手数料の新設・改定について 

 

山陰合同銀行（頭取 山崎 徹）では、当初 2020 年 7 月 1 日に予定し、新型コロナウイ

ルス感染症により影響を受けられたお客様への配慮のため延期していた各種手数料の  

新設・改定を、2020年 11月 2日（月）より実施いたしますので、お知らせします。 

 

当行では、「アフターコロナ」への取り組みとして、｢ごうぎんアプリ｣「インターネット

バンキング」をはじめとした非対面取引やキャッシュレス取引の拡充に取り組んでいます。 

インターネットバンキングでは、窓口や ATMより安い手数料でお振込みができますので、

是非この機会にインターネットバンキングをご利用ください。 

 

また、当行では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様に対し、ご

融資の「条件変更手数料」を無料とする取り扱いを 2020年 12月 31日（木）まで行ってお

ります。 

 

引き続きサービスの充実を図り、お客様のご満足や利便性の向上に努めるとともに、新

型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様へのご支援、ご相談をきめ細かく

対応してまいります。 

 

 

記 

 

【別紙】各種手数料改定のお知らせ（2020年 11月 2日新設・改定） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 


